
三芳町協働のまちづくり推進計画（案） 

に対するご意見と町の考え方について 

 

 町民の皆様からご意見を募集したところ、次のとおりご意見をいただきまし

た。貴重なご意見ありがとうございました。 

提出されたご意見及びそれに対する町の考え方を取りまとめましたのでお知

らせします。 

 

意見募集案件 （仮称）三芳町協働のまちづくり推進計画（案） 

意見募集期間 平成 19 年 8 月 15 日（水）～平成 19 年 9 月 14 日（金） 

担 当 課 

総合政策室 政策推進係 

〒354-8555 三芳町大字藤久保 1100-1 

TEL 258-0019（内線 422～424） ： FAX 274-1055 

e-mail seisaku@town.saitama-miyoshi.lg.jp 

提出された意見の件数 ６件 ３名 

対 応 状 況 一部修正 

提出された意見等 対応方針 町の考え方 

① 行政サービスは、町民

と協働で推進すること

も大切だが、先ず、行政

側の態勢を確立するこ

とが先決ではないでし

ょうか。 

 

 

 

 

 

 

本推進計画でも「情報の共

有」を協働の前提としておりま

すが、今後も「三芳町行政改革

推進プラン～集中改革プラン

～」に基づき、行政の効率化、

サービスの向上及び情報の公

開に努めて参ります。 

 

 

 

 

 

町では、「三芳町行政改革推

進プラン～集中改革プラン

～」に基づき、①組織のスリ

ム化 ②コスト縮減 ③サー

ビス向上 ④情報の公表 等

事務の改善に努めておりま

す。 

 行政改革と協働を町政運営

の両輪としてまちづくりを推

進していくことも重要なこと

と考えています。 

 



② 住民の直接参加とい

った意味で「協働」の理

念は大賛成ですが、全文

を通じて「協働」の意味

が説かれてあり、「協働」

は意見把握の手法とし

か読めません。まちづく

りらしい構想が見えて

こない。三芳町をどのよ

うな町にしたいか。要は

町発展のコンセプトを

どこにおくかというこ

とが重要と思考します。

「協働」のまちづくりの

最初に位置づけられる

のは町の発展の方向、即

ちビジョンの提示、続い

ては広報あわせて国や

県の示している方向性

との整合があるかと思

われます。 

 

 

「協働」は、まちづくりの手

法と捉えています。三芳町のま

ちづくりの方向性やビジョン

は、「三芳町第４次総合振興計

画」（平成１８年度～平成２７

年度）に描かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「三芳町第４次総合振興計

画」は、「みんながつくる み

どり いきいき ぬくもり

のまち」を将来像に掲げ、５

本の施策の基本方針のもとに

分野別に基本計画を定めてい

ます。 

 ご意見にあるとおり、本推

進計画は、協働の基本的なあ

り方を主に定めたものです。

つまり、総合振興計画を効果

的に達成していくための、ま

ちづくりの「手法」と捉える

ことができます。 

 今後、これらの手法により、

基本ルールや住民主体のネッ

トワークを構築し、総合振興

計画に定める諸施策につい

て、住民と行政が協働で実現

していくことが必要であると

考えています。 

 

 

③ （平成１９年度の）「ま

ちづくり懇話会」は、夜

で、交通事情が悪く、高

齢者・サラリーマンには

不評でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９頁９行目「対象団体や開催

場所を工夫しながら」を「対象

団体や開催場所・時間等を工夫

しながら」に改めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年度に実施したま

ちづくり懇話会を総括し、よ

りよい情報交流及び意見交換

ができるよう努めていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



④ １６頁(4)ア「住民モ

ニター」２４頁(1)ウ「分

析・評価する人」は協ま

ちネットの委員やまち

づくり研究報告者等の

内部関係者でないほう

が住民への説得力があ

ります。（政府の選んだ

委員会や社内委員会等

は、活用されていない。） 

 

 

 

 

 

住民モニターや協まちネッ

トメンバーは、公募を基本とし

て、主体的に協働のまちづくり

に参加しようとする意志のあ

る住民の方にお願いしていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり学習会に参加し

たり、協まちネット（現在は

準備会）に公募をしてくる住

民の方は、三芳町のまちづく

りに主体的に取り組んでいた

だける方だと考えています。

協まちネットメンバーやまち

づくり研究員は、公募ですの

で、町の内部関係者ではあり

ません。 

また、まちづくり研究員で

あったからといって、協まち

ネットにおいて何らかの特別

な取扱いをするということも

考えておりません。 

⑤ １７頁「Ⅲ 推進組織

の結成」とあるが、２８

頁のイメージ図しかな

く組織らしい説明がな

く、構成の説明しかな

く、人数の割り振りも漠

然としています。 

協まちネットの組織は、本推

進計画において詳細を定めず、

今後住民が主体的に決定し、運

営していくこととなります。 

推進組織のうち行政の組織

「三芳町協働推進本部」は、

「三芳町行政改革・協働推進

本部設置要綱（平成９年三芳

町告示第８８号）」に基づき、

その組織については定まって

います（Ⅶ 参考資料参照）。

しかし、協まちネットは、住

民・地域コミュニティ・既存

のボランティア団体・サーク

ル団体・ＮＰＯ・民間企業等

多様な主体が、連携・協力し

てまちづくりを実践していく

ためのネットワークですの

で、その組織については、「Ⅵ

まとめ」でも述べましたとお

り、行政主導ではなく今後住

民が主体となって考えていく

必要があるものと捉え、本推

進計画では、そのイメージを

描くだけとしました。 



⑥ ２５頁(2)ウ「住民ス

タッフ」と(3)「参加メ

ンバー」と１４頁(3)イ

「事業サポーター」と１

５頁(3)ウ「バンク登録

者」４者の組織内での位

置付けをわかりやすく

ご説明下さい。（社会福

祉協議会のボランティ

アセンターの全員を水

増ししない様に） 

 

 「住民スタッフ」は、協ま

ちネットの参加メンバーで組

織の核となって動くメンバー

のことです。 

 「事業サポーター」や「バ

ンク登録者」は、協まちネッ

トの会議出席者に限らず、分

野ごとにまちづくりの実践を

する人であったり、その候補

者として登録する人のことを

いいます。 

協まちネットは、固定した

会議体にとどまることなく、

既存の活動者や登録制度とリ

ンクしたネットワークに育つ

こと想定しています。従って、

既存の活動を豊かにすること

はあっても、活動の自由を拘

束するものではありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



以下のご意見等は、本案件に対してのパブリック・コメントとして、取扱う

ことができませんが、町の考え方等を公表いたします。 

 

 

提出された意見等 対応方針 町の考え方 

「協働のまちづくり住

民ネットワークの準備会」

のメンバーの性別・年齢・

地域・職業を公表するこ

と。なお、行政連絡区から

の選任者も人数と背景を

公表すること。これは個人

情報の開示とは何ら関係

のないことですので。（住

民が納得する選定方法を） 

応募者全員が準備会メンバ

ーになりましたので、選任はし

ていません。メンバーの氏名等

については、本人が同意した内

容について、請求があれば公開

します。 

 

今回の募集においては、性

別・年齢・職業については問

わないものとし、募集用件と

して情報を収集しておりませ

ん。また、公募住民全員を選

任したもので、特別な選任方

法もありません。 

氏名等の公表については、三

芳町個人情報保護条例第９条

第１項第１号の規定により本

人の同意が得られれば、請求

に基づき公開します。 

なお、行政連絡区等の団体か

らの選任は一切行いませんで

した。 

 

（仮称）三芳町協働のま

ちづくり条例の「パブリッ

ク・コメント手続期間」の

各地での開催には、日数の

余裕を見て下さい。 

パブリック・コメント手続条

例に基づき適正に実施します。

パブリック・コメント手続

は、町が公表した素案に対し

て、住民の皆さんが意見を述

べる制度です。各地域での説

明会等は実施しません。素案

の周知は、ホームページ、役

場、各公民館等出先機関にて

実施します。 

期間については、三芳町パブ

リック・コメント条例第６条

第１項の規定により、３０日

間の期間を設けて実施する予

定です。 

 

 



２６頁「行政連絡区毎

に構成員を選任する」と

ありますが、他の公募住

民や地域コミュニティと

の配分を公平にするため

に、人員数を公表開示す

べきでしょう。２５頁(3)

の人員構成比率について

も同様の考え方をとって

いただきたい。 

協まちネットの具体的な構

成については、地域や分野のバ

ランス等を考慮しながら、準備

会で検討します。なお、実際の

構成が決定した際には、請求が

あればいつでも公表します。 

協まちネットは、まちづく

りに主体的に参加する意志の

ある公募住民が中心となって

ネットワークを拡大していく

ことが基本と考えますが、参

加住民の地域・年齢・考え方

等が偏ったりすることがない

よう、必要に応じて地域住民

や団体・機関の構成員を選任

し、地域の隅々までに協働の

成果が行き渡り、多くの分野

で事業が実施できるよう人員

や構成について、配慮してい

きます。人員数や構成比率に

ついては、いつでも公表でき

る状態にしておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


